
Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ Ｇ

9/20 10/16 10/21 10/21 10/22 11/15 11/29

AP1 AP1 郵送 AP4 郵送 持参 持参

× × × × × ○ ○

× × イニシャル × × ○ ○

№ 意見区分 意見概要 × × × × × ○ ○

1 【条例制定】 6 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

2 【条例の最高規範性】 2 ✔ ✔

3 【市民参加】 2 ✔ ✔

【市民の定義】
　日本国籍を有する者（住民）に限定すべき
である。
　⇒ 外国人、市外の人々を含めるのが×

7 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

5 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

5 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

5 【主体】 1 ✔

6 【住民投票】 3 ✔ ✔ ✔

　事業者、コミュニティを主体とすることに反対である。
　⇒ 市外から大量に流入すれば、住民投票の結果に影
響する危険性がある。

　安易に導入すべきではなく、削除すべきである。
　⇒ 住民が話し合い、別の条例で定めることもできる。
　　（定める場合の投票権は、日本国籍を有する成人）

　最高規範性を与え、他の規定（条例）に整合性を求める
規定を盛り込むべきではない。
　⇒ この条例に最高規範性を与える法的根拠なし

　直接民主制としての市民の政治参加は違憲である。
　⇒ 参加できる人の声が優先され不平等

4

外国人×

【権利の付与】

　外国人、市外の人々、未成年者には、権利
を与えるべきではない。
　⇒ 市民の定義：「選挙権を持った成人で
あって、納税の義務を果たしている居住民」
に限定すべき ＝ 外国人、市外の人々、未
成年者を含めるのが×

市外の
人々×

未成年者
×

　　AP2 = 岩木庁舎　　AP3 ＝ 相馬庁舎 住所

　　AP4 = ヒロロスクエア　　AP5 = 市民課城東分室 氏名

電話番号

　この条例は、廃案とすべきである。

意見募集の結果（概要）

※　提出方法記号凡例 提出者

　アイデアポストの設置場所 受理日(H25)

　　AP1 = 市役所本庁舎１階 提出方法


